
電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等の一部を改正する訓令新旧対照表 別紙

○電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（平成１２・０５・２９資第１６号）

（傍線部分は改正部分、現行欄の二重傍線部分は削除部分）

改 正 後 現 行

別添２

電気事業法第２８条の１５の規定による広域的運営推進機関の設立の認可の基準に 電気事業法第２８条の１５の規定による広域的運営推進機関の設立の認可の基準に

ついて ついて

１．定款に記載されている内容について、業務の運営が公正かつ適正に行われること １．定款に記載されている内容について、業務の運営が公正かつ適正に行われること

が確実であると認められることの基準 が確実であると認められることの基準

（１）・（２） ［略］ （１）・（２） ［略］

（３）総会に関する事項として、少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。 （３）総会に関する事項として、少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。

①～④ ［略］ ①～④ ［略］

⑤ 一の事業者及びその子法人等（一の事業者が法人等（法人、組合その他の事業 ⑤ 一の事業者及びその子法人等（一の事業者が法人等（法人、組合その他の事業

体をいう。以下この⑤において同じ。）の出資割合の過半数を有する場合におけ 体をいう。以下この⑤において同じ。）の議決権の過半数を有する場合における

る当該法人等をいい、一の事業者及びその子法人等又は一の事業者の子法人等が 当該法人等をいい、一の事業者及びその子法人等又は一の事業者の子法人等が法

法人等の出資割合の過半数を有する場合における当該法人等は、当該一の事業者 人等の議決権の過半数を有する場合における当該法人等は、当該一の事業者の子

の子法人等とみなす。以下この⑤において同じ。）が上記（２）③の同一のグル 法人等とみなす。以下この⑤において同じ。）が上記（２）③の同一のグループ

ープに属する場合であって、会員が、当該一の事業者及びその子法人等の集団に に属する場合であって、会員が、当該一の事業者及びその子法人等の集団に属す

属するときは、当該集団に属する会員のうち、一の会員が議決権を有する旨、た るときは、当該集団に属する会員のうち、一の会員が議決権を有する旨、ただし、

だし、（２）③の送配電事業者グループにおいて、一般送配電事業者が該当する （２）③の送配電事業者グループにおいて、一般送配電事業者が該当する場合に

場合にあっては、当該一般送配電事業者が議決権を有する旨 あっては、当該一般送配電事業者が議決権を有する旨

⑥・⑦ ［略］ ⑥・⑦ ［略］

⑧ 発電等用電気工作物（発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以 ⑧ 発電用の電気工作物を設置する者等であって会員ではないものが、総会に参加

下同じ。）を設置する者等であって会員ではないものが、総会に参加して、意見 して、意見を述べることができる旨

を述べることができる旨

⑨ ［略］ ⑨ ［略］

（４）役員に関する事項として、少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。 （４）役員に関する事項として、少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。

① 役員に関する次に掲げる事項 ① 役員に関する次に掲げる事項

イ・ロ ［略］ イ・ロ ［略］

ハ 電気事業者との間で雇用契約がある者は、役員となることができない旨及び ハ 電気事業者との間で雇用契約がある者は、役員となることができない旨及び

役員は、その退任後２年間、電気事業者等の役職員となることを認めないこと 役員は、その退任後、電気事業者等の役職員となることを認めないこととする

とするなど、その退任後も推進機関の中立性を確保するために必要な事項 など、その退任後も推進機関の中立性を確保するために必要な事項

ニ～ト ［略］ ニ～ト ［略］

② 理事会に関する次に掲げる事項 ② 理事会に関する次に掲げる事項

イ・ロ ［略］ イ・ロ ［略］

ハ 少なくとも次に掲げる事項を理事会の決議事項とする旨 ハ 少なくとも次に掲げる事項を理事会の決議事項とする旨

（ⅰ）～（ⅷ） ［略］ （ⅰ）～（ⅷ） ［略］

（ⅸ） 地域間連系線及び地内基幹送電線（※）（以下「地域間連系線等」と （ⅸ） 地域間連系線及び地内基幹送電線（※）（以下「地域間連系線等」と

いう。）に関する長期の整備計画及び第２８条の４８第１項に規定する いう。）に関する長期の整備計画及び第２８条の４７第１項に規定する

広域系統整備計画（以下「地域間連系線等の整備計画」という。）に関 広域系統整備計画（以下「地域間連系線等の整備計画」という。）に関



する事項 する事項

（※）使用電圧が２５０キロボルト以上のもの及び最上位電圧から２階 （※）使用電圧が２５０キロボルト以上のもの及び最上位電圧から２階

級までのもの。ただし、供給区域内の最上位電圧が２５０キロボ 級までのもの。ただし、供給区域内の最上位電圧が２５０キロボ

ルト未満の場合は最上位電圧のみ。 ルト未満の場合は最上位電圧のみ。

（ⅹ）～（ⅻ） ［略］ （ⅹ）～（ⅻ） ［略］

（ⅹⅲ） 将来の一定期間における需要に対する供給力が不足することが明ら （ⅹⅲ） 将来の一定期間における需要に対する供給力が不足することが明ら

かになった後、入札の実施その他の方法により、発電等用電気工作物 かになった後、入札の実施その他の方法により、発電用の電気工作物

の新増設並びに当該電気工作物の維持及び運用、既存の発電等用電気 の新増設並びに当該電気工作物の維持及び運用、既存の発電用の電気

工作物の維持及び運用又は休止若しくは廃止している発電等用電気工 工作物の維持及び運用又は休止若しくは廃止している発電用の電気工

作物の再起動並びに当該電気工作物の維持及び運用を行う者その他の 作物の再起動並びに当該電気工作物の維持及び運用を行う者その他の

供給能力を有する者を募集するための仕組み（以下「電源入札等」と 供給能力を有する者を募集するための仕組み（以下「電源入札等」と

いう。）に関する事項 いう。）に関する事項

（ⅹⅳ）～（ⅹⅵ） ［略］ （ⅹⅳ）～（ⅹⅵ） ［略］

ニ～ヘ ［略］ ニ～ヘ ［略］

（５）評議員会に関する事項として、少なくとも次に掲げる事項が記載されているこ （５）評議員会に関する事項として、少なくとも次に掲げる事項が記載されているこ

と。 と。

①・② ［略］ ①・② ［略］

③ 評議員会は、少なくとも次に掲げる事項を定期に審議する旨 ③ 評議員会は、少なくとも次に掲げる事項を定期に審議する旨

イ～ホ ［略］ イ～ホ ［略］

へ 電源入札等による落札者等が維持し、及び運用する発電等用電気工作物の維 へ 電源入札等による落札者等が維持し、及び運用する発電用の電気工作物の維

持・運用に係る進捗状況や稼働状況、その他の供給能力を有する者の供給能力 持・運用に係る進捗状況や稼働状況、その他の供給能力を有する者の供給能力

の確保状況 の確保状況

④～⑦ ［略］ ④～⑦ ［略］

（６）～（８） ［略］ （６）～（８） ［略］

（９）業務上の余裕金の運用をするに当たっては、第２８条の５５の規定を、再生可 （９）業務上の余裕金の運用をするに当たっては、第２８条の５４の規定を、再生可

能エネルギー電気特措法第１５条の６第２項に規定する解体等積立金並びに再生 能エネルギー電気特措法第１５条の６第２項に規定する解体等積立金並びに再生

可能エネルギー電気特措法第３１条第１項及び第３８条第１項に規定する納付金 可能エネルギー電気特措法第３１条第１項及び第３８条第１項に規定する納付金

の運用をするに当たっては、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の１５及び の運用をするに当たっては、再生可能エネルギー電気特措法第１５条の１５及び

第４１条の規定を、それぞれ遵守することが記載されていること。 第４１条の規定を、それぞれ遵守することが記載されていること。

（１０） ［略］ （１０） ［略］

２．業務規程に記載されている内容について、業務の運営が公正かつ適正に行われる ２．業務規程に記載されている内容について、業務の運営が公正かつ適正に行われる

ことが確実であると認められることの基準 ことが確実であると認められることの基準

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］

（４）第２８条の４０第１項第４号に掲げる業務に関する事項として、少なくとも次 （４）第２８条の４０第１項第４号に掲げる業務に関する事項として、少なくとも次

に掲げる事項が記載されていること。 に掲げる事項が記載されていること。

①～⑪ ［略］ ①～⑪ ［略］

⑫ 推進機関は、次に掲げる場合に広域系統整備計画策定の手続（以下「計画策定 ⑫ 推進機関は、次に掲げる場合に広域系統整備計画策定の手続（以下「計画策定

プロセス」という。）を開始する旨 プロセス」という。）を開始する旨

イ 以下のいずれかの場合 イ 以下のいずれかの場合

（ⅰ） 複数の発電等用電気工作物の計画外停止が発生し、一般送配電事業 （ⅰ） 複数の発電機の計画外停止が発生し、一般送配電事業者の供給予備

者の供給予備力を超える大幅な供給力が喪失した際に、連系線が運用 力を超える大幅な供給力が喪失した際に、連系線が運用容量まで使用



容量まで使用されたにも関わらず電気の供給支障が発生した場合（再 されたにも関わらず電気の供給支障が発生した場合（再閉路により供

閉路により供給支障が解消した場合を除く。） 給支障が解消した場合を除く。）

（ⅱ） ［略］ （ⅱ） ［略］

ロ 推進機関が、以下のいずれかに該当し、広域的な電力取引の環境整備が必要 ロ 推進機関が、以下のいずれかに該当し、広域的な電力取引の環境整備が必要

と認める場合 と認める場合

（ⅰ） ［略］ （ⅰ） ［略］

（ⅱ） 電気供給事業者からの申出により、電気供給事業者の発電等用電気 （ⅱ） 電気供給事業者からの申出により、電気供給事業者の発電設備等の

工作物の出力制限量や他の検討案件において増強の計画がないことを 出力制限量や他の検討案件において増強の計画がないことを確認の

確認の上、広域系統整備を検討する必要性について評価した結果、上 上、広域系統整備を検討する必要性について評価した結果、上記（ⅰ）

記（ⅰ）に相当する場合 に相当する場合

（ⅲ） ［略］ （ⅲ） ［略］

ハ・ニ ［略］ ハ・ニ ［略］

⑬～㉑ ［略］ ⑬～㉑ ［略］

（５） ［略］ （５） ［略］

（６）第２８条の４０第１項第５号に掲げる業務に関する事項として、少なくとも次 （６）第２８条の４０第１項第５号に掲げる業務に関する事項として、少なくとも次

に掲げる事項が記載されていること。 に掲げる事項が記載されていること。

① ［略］ ① ［略］

② 電源入札等の実施に関する少なくとも次に掲げる事項を定める旨 ② 電源入札等の実施に関する少なくとも次に掲げる事項を定める旨

イ ［略］ イ ［略］

ロ 電源入札等の対象は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他 ロ 電源入札等の対象は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者その他

の供給能力を有する者とする旨 の供給能力を有する者とする旨

ハ 推進機関は、次に掲げる場合には、電源入札等の検討を開始しなければなら ハ 推進機関は、次に掲げる場合には、電源入札等の検討を開始しなければなら

ない旨 ない旨

（ⅰ） 推進機関が以下の場合であって電源入札等の検討の開始が必要である （ⅰ） 推進機関が以下の場合であって電源入札等の検討の開始が必要である

と認めた場合 と認めた場合

（ａ） ［略］ （ａ） ［略］

（ｂ） １０年を超えて長期的・計画的に整備を要する発電等用電気工作物 （ｂ） １０年を超えて長期的・計画的に整備を要する発電用の電気工作物

や、大規模自然災害への対応など、政策方針に基づき検討を開始する や、大規模自然災害への対応など、政策方針に基づき検討を開始する

必要性が認められる場合 必要性が認められる場合

（ⅱ）・（ⅲ） ［略］ （ⅱ）・（ⅲ） ［略］

ニ ［略］ ニ ［略］

ホ 推進機関は、定期的に、入札した発電等用電気工作物の維持・運用に係る進 ホ 推進機関は、定期的に、入札した発電用の電気工作物の維持・運用に係る進

捗状況や稼働状況、その他の供給能力を有する者の供給能力の確保状況を委員 捗状況や稼働状況、その他の供給能力を有する者の供給能力の確保状況を委員

会に報告する旨 会に報告する旨

ヘ ［略］ ヘ ［略］

（７）・（８） ［略］ （７）・（８） ［略］

（９）第２８条の４０第１項第８号に掲げる業務に関する事項として、少なくとも次 （９）第２８条の４０第１項第８号に掲げる業務に関する事項として、少なくとも次

に掲げる事項が記載されていること。 に掲げる事項が記載されていること。

①～⑥ ［略］ ①～⑥ ［略］

⑦ 系統アクセス業務に関する次に掲げる事項 ⑦ 系統アクセス業務に関する次に掲げる事項

イ 電力系統への連系を希望する者（以下「系統連系希望者」という。）から１ イ 電力系統への連系を希望する者（以下「系統連系希望者」という。）から１

万キロワット以上の発電等用電気工作物の系統アクセスに係る申込みがあった 万キロワット以上の発電用の電気工作物の系統アクセスに係る申込みがあった



場合、一般送配電事業者又は配電事業者との間で上記⑥ヘの広域的な周波数調 場合、一般送配電事業者又は配電事業者との間で上記⑥ヘの広域的な周波数調

整による接続の可能性も含めた検討の上、系統情報ガイドライン及び「発電等 整による接続の可能性も含めた検討の上、系統情報ガイドライン及び「発電設

設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指 備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指

針」（２０１５資電部第１６号。以下「費用負担ガイドライン」という。）も踏 針」（２０１５資電部第１６号。以下「費用負担ガイドライン」という。）も踏

まえた必要な検討を行い、当該系統連系希望者に対して、原則３ヶ月以内に回 まえた必要な検討を行い、当該系統連系希望者に対して、原則３ヶ月以内に回

答を行う旨 答を行う旨

ロ 推進機関が系統アクセスの受付を行う場合は、「電気事業法第２８条の４６ ロ 推進機関が系統アクセスの受付を行う場合は、別添３の２．（１）から（５）

第１項の規定による送配電等業務指針の認可の基準について」（別添４）の２． までの内容を準用し、申請・回答様式及び標準処理期間は、一般送配電事業者

（１）から（５）までの内容を準用し、申請・回答様式及び標準処理期間は、 又は配電事業者が受付を行う場合と同一とする旨

一般送配電事業者又は配電事業者が受付を行う場合と同一とする旨

ハ・ニ ［略］ ハ・ニ ［略］

ホ 推進機関は、推進機関が系統アクセスを受け付けた案件、「電気事業法第２ ホ 推進機関は、推進機関が系統アクセスを受け付けた案件、別添３の２．（４）

８条の４６第１項の規定による送配電等業務指針の認可の基準について」（別 ②及び⑤、（５）②及び⑥並びに（６）②及び⑥の案件並びに（１０）により

添４）の２．（４）②及び⑤、（５）②及び⑥並びに（６）②及び⑥の案件並び 提出を受けた情報を分析し、その分析結果を定期的に公表しなければならない

に（１０）により提出を受けた情報を分析し、その分析結果を定期的に公表し 旨

なければならない旨

ヘ 推進機関は、系統連系希望者がその発電等用電気工作物を電力系統に接続す ヘ 推進機関は、系統連系希望者がその発電用電気工作物を電力系統に接続する

る際、送変電設備の増強が必要になることが見込まれる場合、当該系統連系希 際、送変電設備の増強が必要になることが見込まれる場合、当該系統連系希望

望者に対して、一般送配電事業者又は配電事業者が近隣の電源接続案件を募り、 者に対して、一般送配電事業者又は配電事業者が近隣の電源接続案件を募り、

複数の系統連系希望者による設備増強を行うことができる可能性があることを 複数の系統連系希望者による設備増強を行うことができる可能性があることを

説明しなければならない旨 説明しなければならない旨

ト～ル ［略］ ト～ル ［略］

⑧ ［略］ ⑧ ［略］

⑨ 推進機関は、一般送配電事業者が「電気事業法第２８条の４６第１項の規定に ⑨ 推進機関は、一般送配電事業者が別添３の７．（６）①ロ以降の抑制指令を行

よる送配電等業務指針の認可の基準について」（別添４）の７．（６）①ロ以降の った場合は、その運用が、法令及び送配電等業務指針に照らして適切に行われて

抑制指令を行った場合は、その運用が、法令及び送配電等業務指針に照らして適 いることの確認、検証及び公表を行わなければならない旨

切に行われていることの確認、検証及び公表を行わなければならない旨

⑩ ［略］ ⑩ ［略］

（１０）～（２０） ［略］ （１０）～（２０） ［略］

備考 表中の[ ]の記載は注釈である。


